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論文審査の結果の要旨 
審査の概要 

本研究の目的は、日本の急性期病院の看護師の臨床的自律性の実態を明らかにし、それに関連する要因を、

主に看護実践環境に焦点をあてて明らかにすることであった。今日の急性期医療の現場は、少子高齢社会に

対応するため、効率的かつ安全安心な医療提供に向けたさまざまな改革（例えば医療安全、業務の標準化、

電子カルテ導入など）が推進され、医師とのタスクシフトやチーム医療という名のもとに看護師により高度

な役割が期待される等、大きく変化している。これらの看護の実践環境の変化は看護師の臨床的自律性の発

揮にどのように影響しているだろうか、という問いに対する解を得ようとするものであり、今日的かつ意義

あるテーマと認められた。 

看護師の臨床的自律性は時代や社会によって異なる。米国では高度実践看護師を含めた看護職に対する臨

床的自律性に関する調査が多数存在する一方、日本の看護師の臨床的自律性の程度や臨床的自律性の発揮に

関連する要因についても明らかにされていない。そのため本研究はまずこれらに照準を合わせ、看護師の臨

床的自律性とそれを高める要因に関する仮説を探索することをめざした。この点もこの分野に関する国内外

の研究の状況を精査したうえでの判断であり、妥当な目標設定であった。また既存の臨床的自律性と看護実

践環境の尺度を用いつつ、日本の看護実践環境に影響を及ぼしている可能性のある要因としてDPC群、ベッ

ドサイドケアや記録の時間、マニュアルの整備、医療安全等を含めた点もオリジナルな側面として評価され

た。 

結果、看護師の臨床的自律性については、看護師個人の判断だけではなく他の看護職からの承認や他職種

との協働のもとに発揮されていること、新たな提案や活動の開始には課題があることなどの特徴が明らかに

なった。また臨床的自律性の発揮には専門資格の取得や看護系学会への所属、プライマリー・ナースの役割

を担うなどの要因が関連していたが、これらの要因よりも看護実践環境の評価が高いことが臨床的自律性に

関連しており、また看護実践環境の評価はベッドサイドケアの時間がとれること、記録や入力に必要以上の

時間を割かれないことと関連していた。これらの結果は、現代日本の急性期病院における看護師の臨床的自

律性および看護実践環境のリアリティを描き出すものと評価された。 

以上の結果をふまえ、考察では臨床的自律性の発揮に向けた看護実践環境の整備として、適正な人的資源

の配置、医師との関係の見直しの他、個々の看護師への学習の機会の提供、ベッドサイドケアの時間の確保、

ケアに関する責任の付与、標準化された手順を超えた活動を促す文化の醸成などが提言されており、現場変

革への示唆に富んでいる。将来のこの分野の研究に道を開き、ひいては日本の看護師の自律性を発揮させる

環境づくりにつながるものとして評価された。 

審査の結果、本論文は本学の審査基準を満たしていると判断し、博士（看護学）の学位論文として 

「合格」と判定した。 


